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下水道事業受益者負担金の賦課徴収区域が拡大されます
市では、都市基盤の整備として、平成３年度から公共下水道工事に着手し、平成28年3月31日使用開始
区域を含め約478haの区域で下水道が使用できるようになりました。今年度も新たな対象区域を４月１日付
で公告し、「受益者負担金」を賦課します。なお、使用できる区域・時期（供用開始区域・時期）について
は、整備の進み具合により広報などでお知らせします。賦課対象区域は図のとおりです。

神明町二・三丁目の一部

稗田町二・五丁目の一部

論地町一・二・五丁目の一部

負担金を納めていただく方
賦課対象区域内に土地を所有している方

※その土地に地上権、質権、または使用貸借もしくは賃貸借による
権利がある場合は、その権利者が受益者となる場合もあります。

対象となる土地
賦課対象区域内（下水道整備区域内）にある宅地、雑種地、田畑
などすべての土地

※負担金は毎年賦課されるものではなく、その土地に対して一度
かぎりのものです。

負担金の額、納付方法
土地の面積（公簿面積）１平方メートルあたり350円
※平成28年度に負担金を決定した区域は、本年９月より負担金を賦課します。納付方法には、年２回払いの５年分
割納付と一括納付の２通りがあり、一括納付の場合は、前納報奨金（一定の割合で減額、限度額は最高25万円）
が交付されます。一括納付の対象となるのは、第１期の納付期限までです。

負担金の徴収猶予、減免
申請により負担金の徴収猶予、減免が受けられる
場合があります。詳しくは、問い合わせてください。
説明会の開催、申告書の送付
受益者負担金制度と納付までの手続きを理解
していただくための説明会を６月下旬ごろ（予
定）に開催します。対象となる土地所有者に、
直接案内および受益者申告書を送付します。

納付までの流れ
６月下旬（予定）関係者への説明会および受益者申告書の送付
７月中旬（予定）申告書を市へ提出
８月中旬　　　　負担金決定通知書の送付
８月下旬　　　　納入通知書の送付（口座振替の方を除く。）
９月末日までに　取扱金融機関にて納付

（口座振替は納期末日に引き落とし）

受益者負担金とは
下水道を整備するには多額の費用が必要です。

道路や公園などのように、だれもが利用できる
施設と違い、下水道のように特定の方だけが利
用できる施設の建設費を税のみでまかなうと、
利益を受けない方にも同じ負担をしていただく
ことになり、公平性を欠くことになります。そ
こで、下水道の整備により利益を受ける方に建
設費の一部を負担していただくのが受益者負担
金です。
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グループ活動をしている皆さん　スポーツ安全保険に加入しましょう
スポーツ・文化・ボランティア・地域活動などを行う４人以上の団体・グループで加入してください。
対象となる事故　加入手続きを行った「団体の管理下」における団体活動中の事故と、その団体が指定する集
合・解散場所と被保険者の自宅との通常の経路往復中の事故（学校管理下を除く。）
保険期間　加入手続き完了の翌日午前０時から平成29年３月31日正午まで
加入手続方法
・加入依頼書にて…市役所文化スポーツグループ、体育センター、勤労青少年ホーム、中央公民館にある「加入依頼
書」に必要事項を記入のうえ、掛金をゆうちょ銀行で振り込み（手数料が必要）、その受付証明書をのりづけしてスポ
ーツ安全協会愛知県支部へ郵送
・インターネット（Web）にて…ホームページ参照（スポーツ安全協会　http://www.sportsanzen.org/）

加入区分および保険金額（抜粋）／詳しくは「スポーツ保険のあらまし」を確認し、納得のうえでの加入をお願いします。
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対人・対物賠償合算
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ただし、対人賠償は
１人   １億円

傷　　害　　保　　険　（保険金額）

死　　亡
賠償責任保険
（補償限度額）

熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒は対象外

熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額
はＡ１区分と同様

下水道を使用するには、トイレをはじめとする屋内の排水設備を改造することが必要です。この改造工事費が
一度に皆さんの負担とならないよう、市では金融機関から無利子で改造資金の融資が受けられるように『水洗便
所改造資金融資あっせん制度』を設けています。
融資金額　公共下水道に接続するトイレが

１か所…60万円まで　２か所…80万円まで　３か所以上…100万円まで
返済方法　金融機関から融資を受けた月の翌月から元金均等の方法で毎月支払い

※元金の返済期間は60か月以内　※無利子（利子分は市が負担します。）
対　　象　下水道が使用できることとなった日から３年以内に排水設備工事（新築は除く。）

を行う方で、次の条件をすべて満たしている方にかぎります。
①市税、水道料金および受益者負担金を滞納していないこと
②返済能力を有すること（金融機関の審査あり）
③連帯保証人が１人いること

取扱金融機関
岡崎信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、
愛知県中央信用組合、あいち中央農業協同組合
の市内に所在する各支店

申込方法
排水設備工事の契約時に指定工事店に融資あっ
せんを希望する旨を伝え、排水設備等確認申請
書と同時に書類を提出してください。

排水設備改造資金の融資あっせん

問合せ先　・スポーツ安全協会愛知県支部　☎052－264－4048
・□市文化スポーツグループ　　　☎52－1111（内線330）


